
京 都 大 学 教 員 の 任 期 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表
改 正 前 改 正 後

（前 略）
第２条 法第４条第１項第１号の規定に基づき任 第２条

期を定める教員は、別表第１に掲げる教育研究
組織の職に雇用されるものとし、当該教員の任
期及び再任の可否はそれぞれ同表に定めるとお
りとする。

（略） （同 左）２ ２
３ ３
４ 法第４条第１項第３号の規定に基づき任期を ４

定める教員は、別表第３に掲げる教育研究組織
の計画に従事する職に雇用されるものとし、当
該教員の任期及び再任の可否はそれぞれ同表に
定めるとおりとする。
（中 略）

附 則 附 則
１ この規程は 平成１６年１月１日から施行し この規程は、平成１６年１月１日から施行し、、 、

同日以後に任用される者（平成１５年１２月３ 同日以後に任用される者（平成１５年１２月３１
１日以前に任期を付与することを明示せずに公 日以前に任期を付与することを明示せずに公募を
募を行った教官人事に係る者及び化学研究所の 行った教官人事に係る者及び化学研究所の教官で
教官で同一の職に任用される者を除く ）につ 同一の職に任用される者を除く ）について適用。 。
いて適用する。 する。

２ この規程の施行後に任用される化学研究所附
属元素科学国際研究センター及びバイオインフ
ォマティクスセンターの教官のうち、別表の任
期欄の規定によりその任期の末日が、元素科学
国際研究センターにあっては平成２５年４月１
日以後となる者、バイオインフォマティクスセ
ンターにあっては平成２３年４月１日以後とな
る者については、同表の任期欄の規定にかかわ
らず、当該任期の末日を、元素科学国際研究セ
ンターにあっては平成２５年３月３１日まで、
バイオインフォマティクスセンターにあっては
平成２３年３月３１日までとする。

附 則
、 。この規程は 平成１８年４月１日から施行する

別表第１（法第４条第１項第１号関係） 別表第１（法第４条第１項第１号関係）
教育研究 対象と 再任の 備 教育研究 対象と 再任の 備

部局名 任 期 部局名 任 期
組織の名称 なる職 可 否 考 組織の名称 なる職 可 否 考

（略） （同 左）

大学院 公共政策第 教授 ３年 可
公共政 二講座 助教授 ただ
策連携 講師 し、２
研究部 回限り

化学研 全研究系 教授 １０年 可 化学研 全研究系 教授 １０年 可
究所 全附属研究 助教授 ７年 可 究所 全附属研究 助教授 ７年 可

施設 講師 ただ 施設 講師 ただ
助手 し、１ 助手 し、１

回限り 回限り

（略） （同 左）

別表第２（略） 別表第２（同 左）



改 正 前 改 正 後

別表第３（法第４条第１項第３号関係） 別表第３（法第４条第１項第３号関係）
部 教育研 備 部 教育研 備

計画の 対象と 再任の 計画の 対象と 再任の
名 称 なる職 可 否 名 称 なる職 可 否

局 究組織 任 期 局 究組織 任 期
名 の名称 考 名 の名称 考

大学 大学
院文 院文

（略） （同 左）
学研 学研
究科 究科
大学 プロジ 産業・ 教 授 ２年 否 大学 プロジ 産業・ 教 授 ２年 可
院経 ェクト 経営政 助教授 院経 ェクト 経営政 助教授 ただ ただ
済学 センタ 策研究 講 師 済学 センタ 策研究 講 師 し、再 し、１
研究 ー プロジ 研究 ー プロジ 任の場 回限り
科 ェクト 科 ェクト 合にあ

っては
１年

（略） （同 左）

別紙様式 （略） 別紙様式 （同 左）


